
〈第32総会期主題聖句〉
平和を実現する人々は幸いである
―マタイによる福音書5章9節―

〈日本YWCAの使命（ミッション）〉
イエス・キリストに学び、共に生きる世界を実現する
世界の人 と々共に人権・平和・環境の問題に取り組む

　　　　〈日本YWCAのビジョン〉
地域で女性達が主体的に活動することを通して、
以下の社会をめざします。
（1） 平和憲法が生かされ、核も暴力もない社会
（2） 女性と子どもの尊厳を守る社会
（3） 若い女性がリーダーシップを発揮する社会
（4） 多世代・多文化で多様な背景を
 持つ人びとを尊重する社会
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未来を決めるのは、私たち
�

最
近
の
メ
デ
ィ
ア
報
道
で
「
憲
法
改
正

（
改
憲
）」
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に

聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
の
民
主
主
義
を
支
え
て
き
た

「
日
本
国
憲
法
」
を
根
底
か
ら

変
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
が
、

改
憲
は
、
私
た
ち
の
日
常
だ
け
で
な
く
、

子
ど
も
た
ち
の
こ
れ
か
ら
を

大
き
く
左
右
す
る
重
大
な
こ
と
。

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
知
る
こ
と
、

自
分
ご
と
と
し
て
考
え
て
、

話
し
合
う
こ
と
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

そ
の
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、

と
り
わ
け
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
絞
っ
て

ま
と
め
ま
し
た
。

まずは
ココだけ
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イラスト／大島史子

違
い
を
知
っ
て
、

 

み
ん
な
で
語
ろ
う
！

日
本
国
憲
法

自
民
党
改
憲
草
案

vs

イラスト／大島史子　文／編集部

監
修
／
弁
護
士
　

水
谷
陽
子

未
来
を
決
め
る
の
は
、
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ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

賛
助
費

井
出
都
　
阿
部
方
子
　
具
島
美
佐
子

田
中
綾
　
西
村
律
子
　
山
本
貴
美
子

小
田
絢
　
山
岡
清
二
　
小
林
貴
久
美

岡
野
峻
　
中
橋
美
鈴
　
渡
辺
美
恵
子

東
彩
子
　
吉
野
恵
子
　
堀
内
香
代
子

角
田
健
　
池
上
幸
子
　
大
工
原
則
子

俵
恭
子
　
伊
藤
眞
代
　
田
村
三
保
子

李
初
容
　
大
村
直
子
　
三
股
ま
さ
子

桐
村
亘
子
　
須
部
道
子
　
常
葉
俊
子

本
城
智
子
　
臼
田
治
子
　
二
子
石
章

五
味
優
子
　
比
企
敦
子
　
芳
川
雅
美

小
村
明
子
　
花
盛
静
子
　
三
宅
香
織

馬
場
元
毅
　
汐
崎
康
子
　
吉
岡
郁
子

浅
原
由
美
　
田
中
暉
彦
　
今
石
牧
子

宮
本
政
明
　
秋
元
靖
子
　
寺
山
朝
子

古
川
道
子
　
松
本
彰
雄
　
関
根
紘
子

笈
川
光
郎
　
尾
嵜
敦
子
　
得
永
道
子

松
岡
信
子
　
河
村
富
雄
　
河
村
千
恵
子

毛
利
亮
子
　
大
崎
美
子
　
近
藤
眞
由
美

小
泉
陽
子
　
坂
上
信
子
　
石
崎
喜
美
子

籏
眞
紀
子
　
安
江
惠
津
　
武
内
冨
貴
代

吉
田
紀
子
　
星
野
花
枝
　
田
村
恵
美
子

松
下
倶
子
　
三
宅
純
子
　
加
納
美
津
子

和
田
崇
子
　
太
田
玲
子
　
佐
竹
芙
美
子

河
西
恵
子
　
庄
子
泰
子
　
宮
城
崇
美
子

小
泉
迪
子
　
安
田
寛
子
　
仁
科
謙
太
郎

野
澤
節
子
　
諏
訪
昭
子
　
八
村
悠
紀
子

杉
本
陽
子
　
井
上
玲
子
　
伊
藤
い
く
代

荒
井
重
人
　
小
谷
充
子
　
井
澤
須
美
子

汐
崎
貞
子
　
塩
尻
和
子
　
中
平
多
恵
子

深
田
光
代
　
仙
波
容
子
　
森
際
真
知
子

山
本
鉄
子
　
福
田
公
子
　
赤
石
め
ぐ
み

⻆
井
桂
子
　
田
中
愛
子
　
長
尾
眞
理
子

寺
島
順
子
　
八
木
高
子
　
梶
原
恵
理
子

中
村
紀
子
　
斎
藤
喜
子
　
石
橋
さ
な
え

実
生
律
子
　
河
越
良
子
　
苫
米
地
久
子

松
本
幸
子
　
本
多
峰
子
　
泉
谷
五
十
鈴

匿
名

ピ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
ズ
募
金

（
平
和
を
つ
く
り
出
す
女
性
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
養
成
）

俵
恭
子
　
池
上
幸
子
　
山
本
貴
美
子

井
出
都
　
桐
村
亘
子
　
田
村
三
保
子

常
葉
俊
子
　
臼
田
治
子
　
小
村
明
子

田
中
暉
彦
　
玉
嵜
順
子
　
古
川
道
子

大
崎
美
子
　
近
藤
秀
樹
　
近
藤
弘
江

嘉
屋
陽
子
　
斎
藤
喜
子
　
実
生
律
子

和
田
崇
子
　
下
口
朋
子
　
三
股
ま
さ
子

近
藤
眞
由
美
　
苫
米
地
久
子

捜
真
バ
プ
テ
ス
ト
教
会

東
洋
英
和
女
学
院
　
中
高
部
　
宗
教
委
員
会

一
般
財
団
法
人
函
館
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ

世
界
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
総
会
派
遣
募
金

井
出
都
　
池
上
幸
子
　
髙
月
三
世
子

田
中
綾
　
伊
藤
眞
代
　
山
本
貴
美
子

俵
恭
子
　
常
葉
俊
子
　
中
島
美
登
里

臼
田
治
子
　
国
中
正
人
　
比
企
敦
子

小
村
明
子
　
志
賀
洋
子
　
浅
原
由
美

犬
伏
邦
明
　
古
川
道
子
　
関
根
紘
子

毛
利
亮
子
　
小
泉
陽
子
　
吉
田
亜
希

嘉
屋
陽
子
　
松
下
倶
子
　
和
田
崇
子

小
谷
充
子
　
斎
藤
喜
子
　
堀
内
香
代
子

河
越
良
子
　
小
渕
真
理
　
三
股
ま
さ
子

岩
城
紀
代
子
　
堀
内
香
代
子

伊
藤
い
く
代
　
苫
米
地
久
子

日
本
キ
リ
ス
ト
教
協
議
会
女
性
委
員
会

新
潟
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ

オ
リ
ー
ブ
の
木
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
募
金

田
中
甫
　
河
野
章
子
　
髙
橋
千
沙
子

井
出
都
　
池
上
幸
子
　
山
本
貴
美
子

川
上
哲
　
桐
村
亘
子
　
友
田
シ
ズ
エ

東
彩
子
　
臼
田
治
子
　
田
村
三
保
子

俵
恭
子
　
国
中
正
人
　
三
股
ま
さ
子

浅
原
千
代
　
中
峠
由
里
　
小
村
明
子

田
中
暉
彦
　
関
根
紘
子
　
一
橋
和
義

篠
原
洋
子
　
小
坂
宣
雄
　
横
田
昌
三

⻆
井
桂
子
　
田
中
愛
子
　
田
村
恵
美
子

斎
藤
喜
子
　
星
野
輝
子
　
坪
野
え
り
子

桑
原
貴
子
　
小
渕
真
理
　
苫
米
地
久
子

匿
名

災
害
時
支
援
募
金

井
出
都
　
池
上
幸
子
　
桐
村
亘
子

俵
恭
子
　
臼
田
治
子
　
山
本
貴
美
子

比
企
敦
子
　
小
村
明
子
　
杉
野
孝
子

秋
元
靖
子
　
古
川
道
子
　
大
崎
美
子

和
田
崇
子
　
斎
藤
喜
子
　
実
生
律
子

田
村
三
保
子
　
三
股
ま
さ
子

長
尾
眞
理
子
　
苫
米
地
久
子

パ
レ
ス
チ
ナ
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
「
難
民
キ
ャ
ン
プ

に
お
け
る
子
ど
も
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

支
援

日
本
キ
リ
ス
ト
教
協
議
会
女
性
委
員
会
　

世
界
祈
祷
日
事
務
所

東
日
本
大
震
災
被
災
者
支
援
募
金

井
出
都
　
池
上
幸
子
　
具
島
美
佐
子

俵
恭
子
　
臼
田
治
子
　
山
本
貴
美
子

中
峠
由
里
　
小
村
明
子
　
古
川
道
子

山
内
明
子
　
伊
藤
悦
子
　
榎
本
み
つ
枝

安
江
惠
津
　
和
田
崇
子
　
若
林
有
美
子

太
田
玲
子
　
野
澤
節
子
　
三
股
ま
さ
子

杉
原
壽
子
　
杉
本
陽
子
　
狩
野
英
一
郎

汐
崎
貞
子
　
仙
波
容
子
　
加
納
美
津
子

⻆
井
桂
子
　
田
中
愛
子
　
清
水
嶋
洋
子

斎
藤
喜
子
　
桑
原
貴
子
　
苫
米
地
久
子

こ
ひ
つ
じ
保
育
園

カ
ー
ロ
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
　
58
件

（
２
０
１
9
年
6
月
16
日
～
8
月
15
日

敬
称
略
）

　欧
諸
国
の
市
民
が
そ
の
歴
史
の
中
で
血
と
汗
を
流

し
て
獲
得
し
て
き
た
「
立
憲
主
義
」
と
「
個
人
の

尊
重
」
と
い
う
価
値
観
。
そ
し
て
、
日
本
の
軍
国
主
義

が
起
こ
し
た
戦
争
に
よ
っ
て
犠
牲
に
な
っ
た
多
く
の
命

の
上
に
立
つ
「
非
暴
力
平
和
主
義
」。
こ
れ
ら
を
柱
と
す

る
日
本
国
憲
法
に
は
、
歴
史
の
教
訓
と
人
類
の
英
知
が

凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。
空
気
の
よ
う
に
目
に
見
え
な
い

け
れ
ど
、
憲
法
は
、
い
ま
確
か
に
こ
こ
に
あ
り
、
私
た

ち
の
「
当
た
り
前
の
日
常
」
を
支
え
て
い
ま
す
。

　い
う
ち
に
、
こ
の
国
で
初
め
て
、
日
本
国
憲
法
を

変
え
る
こ
と
の
是
非
を
問
う
国
民
投
票
が
行
わ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
市
民
が
、
ネ
ッ
ト
の
情

報
や
周
り
の
雰
囲
気
に
流
さ
れ
た
り
、
自
分
で
考
え
る

こ
と
を
メ
ン
ド
ク
サ
イ
と
思
っ
た
り
、
よ
く
知
ら
ず
に

「
権
利
」
を
捨
て
た
り
し
た
ら
…
…
気
が
つ
い
た
時
に
は
、

当
た
り
前
が
当
た
り
前
で
な
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。　ま

一
度
、
と
も
に
学
び
、
想
像
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

70
年
以
上
、
武
力
の
行
使
を
永
久
に
放
棄
し
て
い

た
国
が
、
憲
法
に
よ
っ
て
武
力
で
戦
え
る
国
に
変
わ
っ

た
ら
。
ア
メ
リ
カ
が
戦
争
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
に

一
緒
に
な
っ
て
戦
う
自
衛
隊
の
姿
を
。
私
た
ち
、
未
来

の
子
ど
も
た
ち
、
そ
し
て
世
界
の
未
来
は
ど
う
な
る
の

か
を
…
…
。
ぜ
ひ
こ
の
特
集
を
き
っ
か
け
に
、
身
近
な

人
た
ち
と
「
憲
法
」
に
つ
い
て
考
え
て
、
話
し
合
っ
て

く
だ
さ
い
。
未
来
を
決
め
る
の
は
、
私
た
ち
な
の
で
す
。

西近い

私
た
ち！
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政
府
が
再
び
戦
争
を

起
こ
さ
な
い
よ
う
に

日
本
国
憲
法
に
は
「
前
文
」
が
あ
り
ま
す
。
憲

法
の
趣
旨
や
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
た
め
、
前
文
か
ら
「
憲
法
の
こ
こ
ろ
」
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

前
文
で
は
最
初
に
、
主
権
が
国
民
に
あ
る
こ
と

を
宣
言
し
て
い
ま
す
。
主
権
と
は
、
国
の
政
治
の

方
向
性
や
道
筋
を
決
め
る
力
の
こ
と
。
明
治
憲
法

で
は
、
主
権
は
天
皇
に
あ
り
ま
し
た
。
天
皇
の
名

の
も
と
国
家
が
戦
争
を
し
よ
う
と
決
め
、
戦
争
に

行
け
と
命
令
し
た
ら
、
人
々
は
従
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

日
本
国
民
は
、（
中
略
）
政
府
の
行
為
に
よ

つ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い

や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
主
権

が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲

法
を
確
定
す
る
。

日
本
国
憲
法
前
文

敗
戦
に
至
る
ま
で
の
日
本
は
、
ア
ジ
ア
の
国
々

を
侵
略
し
、
自
国
に
も
甚
大
な
犠
牲
を
生
じ
さ
せ

ま
し
た
。
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ

の
大
き
な
原
因
の
一
つ
が
、
国
家
権
力
の
暴
走
に

あ
り
ま
し
た
。
軍
部
や
政
治
家
の
思
惑
で
戦
争
が

引
き
起
こ
さ
れ
、
人
々
が
雪
崩
の
よ
う
に
巻
き
込

ま
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
の
反
省
が
、
日
本
国

憲
法
に
深
く
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
国
の
カ
タ
チ
は

私
た
ち
が
決
め
る

私
た
ち
に
主
権
が
あ
る
政
治
と
は
、
ど
う
い
う

も
の
で
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
国
政
は
、
国
民
の
厳
粛
な
信
託
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
威
は
国
民
に

由
来
し
、
そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表
者
が
こ

れ
を
行
使
し
、
そ
の
福
利
は
国
民
が
こ
れ
を

享
受
す
る
。

日
本
国
憲
法
前
文

こ
の
国
の
カ
タ
チ
を
決
め
る
力
は
私
た
ち
に
あ

り
、
選
挙
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
代
わ
り
の
人
に

国
を
治
め
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
国
や
地
方
の
政

治
を
行
う
人
々
に
力
が
あ
る
の
は
、
私
た
ち
が
選

ん
で
任
せ
た
か
ら
な
の
で
す
。

主
権
が
国
民
に
あ
る
こ
と
を
前
文
で
は
「
人
類

普
遍
の
原
理
」
と
い
っ
て
、
こ
の
原
理
に
合
わ
な

い
も
の
は
一
切
排
除
す
る
と
断
言
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
獲
得
し
た
主
権
を
、
私
た
ち
は
誇
り

と
責
任
を
持
っ
て
行
使
し
た
い
で
す
ね
。
選
挙
は

も
ち
ろ
ん
、
政
治
や
社
会
に
関
心
を
持
つ
こ
と
も

そ
の
一
つ
で
し
ょ
う
。
な
お
、
日
本
国
憲
法
を
変

え
る
か
変
え
な
い
か
、
こ
れ
も
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
の
選
択
（
国
民
投
票
）
で
決
ま
る
の
で
す
。

も
う
二
度
と
戦
争
は
し
な
い

争
い
ご
と
は
対
話
で
解
決

こ
の
ま
え
の
世
界
戦
争
の
あ
と
で
も
、

も
う
戦
争
は
二
度
と
や
る
ま
い
と
、

多
く
の
国
々
で
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
た
が
、

ま
た
こ
ん
な
大
戦
争
を
お
こ
し
て
し
ま
っ
た

の
は
、
ま
こ
と
に

残
念
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

憲
法
が
施
行
さ
れ
た
と
き
、
当
時
の
文
部
省
は

『
あ
た
ら
し
い
憲
法
の
は
な
し
』
と
い
う
小
冊
子

を
配
布
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
そ
の
一
文
で
す
。
も

う
二
度
と
戦
争
は
し
な
い
…
…
。
当
時
の
人
々
の

切
な
る
願
い
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る

国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動

た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力

の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と

し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

2　
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空

軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。

国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

日
本
国
憲
法
第
9
条

世
界
が
平
和
で
あ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
い
、

憲
法
っ
て
な
あ
に

私
た
ち
の
自
由
と
権
利
の
た
め
に

王
様
を
縛
る

　
憲
法
は
国
の
基
本
と
な
る
決
ま
り
ご
と
で「
最

高
法
規
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
最
大
の
目
的

は
「
個
人
の
人
権
を
守
る
た
め
に
、
国
家
権
力

に
制
限
を
か
け
る
こ
と
」
で
す
。
柔
ら
か
く
い

う
と
「
王
様
を
縛
る
」
こ
と
で
、「
私
た
ち
の
自

由
や
権
利
を
守
っ
て
い
る
」
の
で
す
。
王
様
と

は
誰
で
し
ょ
う
。
日
本
国
憲
法
は
、
こ
の
憲
法

を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
と
し
て
「
天
皇

や
摂
政
、
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
な

ど
の
公
務
員
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

総
理
大
臣
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
一
国
の
首
相
も

憲
法
に
従
っ
て
政
治
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

こ
う
し
た
考
え
方
を
「
立
憲
主
義
」
と
い
い
ま
す
。

個
人
の
尊
重

誰
も
が
自
分
ら
し
い
生
き
方
を

　
私
た
ち
は
物
事
を
決
め
る
と
き
、
話
し
合
っ

た
末
に
多
数
決
で
決
め
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

民
主
主
義
の
日
本
で
は
、
政
治
や
社
会
の
こ
と

も
多
数
決
で
決
ま
り
ま
す
。
さ
て
、
憲
法
第
13

条
は
「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ

れ
る
」
と
謳
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
、
多
数
決
の

結
果
、
少
数
者
と
な
っ
て
も
、
一
人
ひ
と
り
が
一

番
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
す
る
こ
と
を
、
誰
も

妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
「
個
人
の

尊
重
」
と
い
っ
て
、
憲
法
が
一
貫
し
て
重
ん
じ

て
い
る
こ
と
で
す
。「
国
民
」
と
書
か
れ
て
い
て

も
、「
個
」
の
人
間
を
さ
し
て
い
ま
す
。
誰
で
あ
れ
、

他
の
誰
と
も
違
う
か
け
が
え
の
な
い
自
分
を
大

切
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
、
お
互
い
を
尊
重
で
き

る
よ
う
、
憲
法
は
政
治
に
求
め
て
い
る
の
で
す
。

Point2 Point1

日
本
国
憲
法
は
、
敗
戦
の
翌
1
9
4
6
年
に
公
布
さ
れ
、
1
9
4
7
年

に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
の
大
日
本
帝
国
憲
法
（
以
下
、
明
治

憲
法
）を
根
本
か
ら
改
め
た
こ
の
憲
法
は
、戦
争
で
多
く
を
失
っ
た
人
々

に
、
新
た
な
希
望
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
70
余
年
が
経
っ
て
、

古
く
な
っ
た
か
ら
変
え
よ
う
、
と
い
う
声
が
聞
こ
え
る
今
こ
そ
、
見
直

し
て
み
よ
う
。
日
本
国
憲
法
の
独
自
性
が
特
に
表
れ
て
い
る
と
さ
れ
る

前
文
と
第
９
条
に
焦
点
を
あ
て
ま
し
た
。

一
人
ひ
と
り
が

主
人
公
に
な
る

日
本
国
憲
法
を

見
直
そ
う
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やさしい
本棚

大事なことを心で感じる
　この企画の典拠とした一冊。日本
国憲法の良さを伝えることをライフ
ワークとした井上ひさしが、前文と第
９条を「翻訳」。「憲法の精神」を子
どもにも読める平易なコトバで語り
かける。いわさきちひろの絵ととも
に、憲法を心で感じる絵本。後半に、
憲法の捉え方を小学生に向けて語っ
た「憲法って、つまりそういうこと」
を再録。

自分ごとに捉えるきっかけに
　初心者に向けたポケットサイズの
小冊子。ざっくばらんな憲法トーク
を通して、憲法を身近に感じること
ができる。

『 そうだったのか、憲法』
日本YWCA
問い合わせ／03・3292・6121

ご注文はこちらから
http://www.ywca.or.jp/news/2018/
0411news.html

『  井上ひさしの　
 子どもにつたえる日本国憲法』

井上ひさし 著／講談社／952円＋税

気軽に読めてざっくりわかる
　「あすわか（明日の自由を守る若手
弁護士の会）」が火付け役となった「憲
法カフェ」の書籍化。その改訂版で
ある本書は、憲法とは何か、新安保
法制、緊急事態条項などをわかりや
すく解説し、さらに改憲の最前線を
アップデート。本紙でおなじみ大島
史子さんのイラストが楽しく盛り上げ
ている。コーヒーショップで気軽に読
める一冊。

『 改訂版　憲法カフェへようこそ
　意外と楽しく学べる
	 イマドキの改憲』

あすわか（明日の自由を守る
若手弁護士の会）著／
かもがわ出版／1200円＋税

ちょっと読 んでみ よう

B o o k s

　私たちの自由と権利は憲法によって守られ
ています。たしかに、戦前の暮らしに比べたら、
人権が保障されていることは明らかです。で
も現実はどうでしょう。地元以外の大学は無
理だ。ブラックでも仕事があるだけマシ。子
ども２人目は諦めた……。憲法が謳うことと
現実の社会とのズレにガッカリする人も少な
くないでしょう。でも、そんなときこそ、憲
法を使ってみませんか。
　例えば、セクハラ、マタハラ、DVは、少し
前まで当然のように行われていました。それ
がハラスメント（嫌がらせ）であるという認
識が広がったのは、被害にあった無数の人た
ちが、憲法に支えられ、諦めずに声をあげ続
けたからです。憲法は私たちに、おかしいと
思うことはおかしいと言える権利や、人間ら
しく働ける権利、そして何より一人ひとりの
尊厳を保障しています。だから、声をあげる
人を憲法は守ります。
　誰でも困ったときは、声をあげて政治や社
会に助けを求めていいんです。SNSでのつぶ
やきなども、大事な一歩になります。難しく
考えず、身近なところから憲法を使ってみま
しょう。

「
二
度
と
戦
争
は
し
な
い
。
軍
事
力
で
脅
す
こ
と

も
し
な
い
。
よ
そ
の
国
と
の
間
に
争
い
ご
と
が
起

き
て
も
、
軍
事
力
で
は
な
く
話
し
合
い
で
解
決
し

よ
う
」
と
決
め
た
の
で
す
。

日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、

（
中
略
）
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と

信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存

を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。

日
本
国
憲
法
前
文

戦
力
に
頼
ら
ず
、
平
和
を
願
う
世
界
の
国
の
人

た
ち
と
心
を
込
め
て
話
し
合
う
こ
と
で
、
憎
し
み

の
連
鎖
で
は
な
く
、
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
を
め

ざ
そ
う
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
国
は
世
界

で
も
珍
し
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
と
は
い
え
当
時
は
、

こ
の
間
ま
で
軍
隊
が
あ
り
、
軍
艦
や
戦
闘
機
で
戦

っ
て
い
た
国
で
し
た
。
戸
惑
い
も
あ
っ
た
で
し
ょ

う
。
前
出
の
『
あ
た
ら
し
い
憲
法
の
は
な
し
』
で

は
、
戦
力
の
放
棄
に
つ
い
て
こ
う
説
い
て
い
ま
す
。

け
っ
し
て
心
細
く
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
は
正
し
い
こ
と
を
、
ほ
か
の
国
よ
り

さ
き
に
行
っ
た
の
で
す
。

新
し
い
平
和
の
つ
く
り
方

人
間
の
安
全
保
障

わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く

恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に

生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

日
本
国
憲
法
前
文

憲
法
が
示
す
平
和
と
は
、
た
だ
戦
争
を
し
な
け

れ
ば
い
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
暴
政
、
弾
圧
、

差
別
、
貧
困
、
飢
餓
、
疫
病
、
民
族
紛
争
な
ど
、

人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
奪
い
、
生
存
を
脅
か
す
も

の
ご
と
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
。
そ
う
な
っ
て
初

め
て
私
た
ち
人
間
は
安
心
し
て
、
安
全
に
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
本

だ
け
で
な
く
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
も
っ
て

い
る
権
利
（
平
和
的
生
存
権
）
だ
と
い
い
ま
す
。

こ
の
権
利
を
守
る
た
め
に
、
日
本
国
憲
法
は
、

一
人
ひ
と
り
の
人
間
の
命
と
尊
厳
を
第
一
に
考
え
、

対
話
と
外
交
努
力
で
争
い
を
解
決
す
る
こ
と
を
決

意
し
て
い
ま
す
。
軍
備
に
よ
る
国
家
の
安
全
保
障

困っている私が
社会を変える

憲 法 を 使 お う

に
対
し
て
、
こ
れ
を
「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
い

い
ま
す
。
な
お
、
国
連
が
「
人
間
の
安
全
保
障
」

を
提
唱
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日
本
国
憲
法

が
制
定
さ
れ
て
か
ら
50
年
ほ
ど
経
っ
て
の
こ
と
で

し
た
。

「
憲
法
の
こ
こ
ろ
」
と
も
い
わ
れ
る
前
文
。
自

民
党
改
憲
草
案
で
は
、
そ
の
「
こ
こ
ろ
」
を
す

べ
て
書
き
換
え
て
い
ま
す
。

ざ
っ
く
り
読
む
だ
け
で
も
、
改
憲
案
の
立
ち

位
置
の
問
題
や
、
め
ざ
す
社
会
の
違
い
が
、
明

確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

日
本
国
は
、
長
い
歴
史
と
固
有
の
文
化
を
持

ち
、
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
を
戴
く
国

家
で
あ
っ
て
（
中
略
）
我
が
国
は
、
先
の
大
戦

に
よ
る
荒
廃
や
幾
多
の
大
災
害
を
乗
り
越
え
て

発
展
し
、
今
や
国
際
社
会
に
お
い
て
重
要
な
地

位
を
占
め
て
お
り
（
中
略
）

日
本
国
民
は
、
国
と
郷
土
を
誇
り
と
気
概
を

持
っ
て
自
ら
守
り
、
基
本
的
人
権
を
尊
重
す
る

と
と
も
に
、
和
を
尊
び
、
家
族
や
社
会
全
体
が

互
い
に
助
け
合
っ
て
国
家
を
形
成
す
る
。

�

自
民
党
改
憲
草
案
前
文

日
本
国
憲
法
を
変
え
よ
う
と
、
2
0
1
2
年
、
自
民
党
か
ら
出
さ
れ
た
「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
（
以
下
、
自
民
党
改

憲
草
案
）」。
現
行
の
憲
法
す
べ
て
の
条
項
を
見
直
し
、
11
章
1
0
2
条
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
行
の
憲
法
と
の
違
い

は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
い
ま
特
に
確
認
し
た
い
重
要
な
違
い
に
焦
点
を
あ
て
ま
し
た
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
ク
イ
ズ
で
す
。

　
憲
法
を
守
る
べ
き
人
を
定
め
て
い
る
条
項
で

す
。
両
者
の
違
い
が
、
わ
か
り
ま
す
か
？

①�

天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、

裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を

尊
重
し
、
擁
護
す
る
義
務
を
負
ふ
。

�

（
日
本
国
憲
法
第
99
条
）

②�

全
て
国
民
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

�

（
自
民
党
改
憲
草
案
第
1
0
2
条
）

　
前
の
ペ
ー
ジ
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
現
行

の
憲
法
の
一
番
大
切
な
目
的
は
、「
個
人
の
人
権

を
保
障
す
る
た
め
、
国
家
権
力
を
制
限
す
る
」

こ
の
前
文
は
、
日
本
国
は
「
国
民
統
合
の
象

徴
で
あ
る
天
皇
を
戴

い
た
だ

く
国
家
」
で
始
ま
っ
て
い

ま
す
。
第
1
条
で
天
皇
を
「
元
首
」
と
位
置
づ

け
て
い
ま
す
が
、
前
文
で
も
冒
頭
で
強
調
し
て

い
ま
す
。「
日
本
国
民
」
が
登
場
す
る
の
は
後
半

で
す
。「
国
と
郷
土
を
誇
り
と
気
概
を
持
っ
て
自

ら
守
り
」
そ
の
続
き
に
は
、「
家
族
や
社
会
全
体

が
互
い
に
助
け
合
っ
て
国
家
を
形
成
す
る
」
と

い
う
日
本
国
民
の
「
あ
る
べ
き
姿
」
が
規
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
日
本
国
憲
法
に

脈
々
と
流
れ
る
個
人
の
尊
重
と
い
う
精
神
は
存

在
し
ま
せ
ん
。
明
ら
か
に
、「
国
家
フ
ァ
ー
ス

ト
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
日
本
国
憲
法
の
出
発
点
で
も
あ
る

「
戦
争
へ
の
深
い
反
省
」
と
「
平
和
的
生
存
権
」

が
一
切
削
除
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
と
。
憲
法
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

国
家
、
私
た
ち
の
代
わ
り
に
国
を
統
治
す
る
国

会
議
員
な
ど
で
す
。

　
改
憲
案
で
は
、
そ
れ
を
「
憲
法
は
国
民
が
守

る
べ
き
ル
ー
ル
」
と
し
て
い
ま
す
。
立
憲
主
義

に
基
づ
い
た
、
日
本
国
憲
法
と
は
、
土
台
の
考

え
方
が
逆
転
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
最
も
大
き
な

違
い
で
す
。

日
本
国
憲
法
改
正
草
案
を 

チ
ェ
ッ
ク

小
さ
な
違
い
か
ら
見
え
る

前
文
か
ら
見
え
る
「
国
家
フ
ァ
ー
ス
ト
」

憲
法
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
る
人
は
だ
れ
？

Check

1

Check

2

【 

大
き
な
違
い 

】
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Check

4
Check

3

　
周
辺
事
態
の
際
に
は
、
物
資
の
輸
送
や
補
給
な

ど
米
軍
へ
の
後
方
支
援
や
、
米
軍
に
民
間
の
空

港
・
港
湾
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た

国
会
法
の
一
部
改
正

　
国
会
に
憲
法
調
査
会
を
設
置
す
る
た
め

国
旗
・
国
歌
法

　
日
の
丸
を
国
旗
、
君
が
代
を
国
歌
と
定
め
た

　
教
育
基
本
法
に
、
道
徳
心
、
公
共
の
精
神
、

伝
統
と
文
化
の
尊
重
、
愛
国
心
の
育
成
等
が
盛

り
込
ま
れ
た

　
憲
法
改
正
の
た
め
の
手
続
き
を
定
め
た

　「
特
定
秘
密
」
に
指
定
さ
れ
た
安
全
保
障
に

関
す
る
情
報
の
非
公
開
・
漏
洩
へ
の
罰
則
等
を

定
め
た

　
改
憲
の
た
め
の
手
続
き
の
定
め
を
一
部
改
正 

　
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
認
め
、
他
国
軍
へ

の
後
方
支
援
や
国
際
協
力
活
動
で
の
自
衛
隊
の

活
動
範
囲
の
拡
大
等
を
定
め
た

注
目
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
が
、「
緊
急
事
態

条
項
」
で
す
。
現
行
の
憲
法
に
は
存
在
し
な
い
条

文
で
、
改
憲
草
案
第
98
・
99
条
に
新
設
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
内
閣
が
「
緊
急
事
態
宣
言
」
を

発
令
す
る
と
、
総
理
大
臣
に
権
限
が
集
中
し
、
国

会
議
員
の
任
期
を
延
長
し
た
り
、
国
会
を
通
さ
ず

に
法
律
と
同
じ
効
力
が
あ
る
政
令
（
緊
急
政
令
）

を
内
閣
で
制
定
で
き
た
り
す
る
と
い
う
条
項
で
す
。

そ
の
際
の
国
民
の
服
従
義
務
も
定
め
ら
れ
て
い
ま

　

改
憲
案
の
中
で
最
も
注
目
し
て
お
き
た
い
項
目

の
一
つ
が
、
憲
法
へ
の
「
自
衛
隊
明
記
」
で
す
。

自
衛
隊
違
憲
論
を
解
消
す
る
た
め
に
、
自
衛
隊
を

憲
法
に
位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ

は
、「
武
力
に
よ
る
威
嚇
・
武
力
の
行
使
を
永
久
に

放
棄
す
る
」「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
を
保
持
し

な
い
」「
国
の
交
戦
権
を
認
め
な
い
」
と
す
る
憲
法

第
９
条
に
、
以
下
の
よ
う
に
「
自
衛
隊
」
の
存
在

を
書
き
加
え
る
も
の
で
す
。

 

① 

前
条
の
規
定
は
、
我
が
国
の
平
和
と
独
立
を
守

り
、
国
及
び
国
民
の
安
全
を
保
つ
た
め
に
必
要

な
自
衛
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
ず
、
そ
の

す
。普

段
、
三
権
分
立
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る

国
会
（
立
法
府
）、
内
閣
（
行
政
府
）、
裁
判
所

（
司
法
府
）
で
す
が
、
内
閣
の
み
に
そ
の
権
力
が
集

中
す
る
と
、
国
会
や
裁
判
所
が
内
閣
の
暴
走
を
抑

制
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
歴
史
を
み

る
と
、
同
様
の
緊
急
事
態
令
が
濫
用
さ
れ
、
独
裁

政
権
の
暴
走
や
国
民
の
人
権
弾
圧
に
つ
な
が
っ
た

例
が
あ
り
ま
す
。

た
め
の
実
力
組
織
と
し
て
、
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
の
首
長
た
る
内
閣
総
理
大

臣
を
最
高
の
指
揮
監
督
者
と
す
る
自
衛
隊
を
保

持
す
る
。

② 

自
衛
隊
の
行
動
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
国
会
の
承
認
そ
の
他
の
統
制
に
服
す
る
。

�（
2※

0
1
8
年
自
民
党
改
憲
条
文
素
案　

第
9
条
２
）

　

自
衛
隊
は
1
9
5
4
年
の
発
足
以
来
、
憲
法
第
９

条
と
照
ら
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
論
争
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
大
日
本
帝
国
憲
法
下
の
日
本
政
府

は
、
1
9
2
8
年
に
議
会
で
否
決
さ
れ
た
治
安
維

持
法
改
正
を
「
緊
急
勅
令
」
で
通
し
、
人
々
の
思

想
・
学
問
・
言
論
を
徹
底
的
に
弾
圧
し
、
侵
略
戦

争
へ
と
突
き
進
み
ま
し
た
。
ま
た
戦
前
の
ド
イ
ツ

で
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
第
48
条
「
国
家
緊
急

権
」
を
用
い
て
ナ
チ
ス
独
裁
体
制
が
完
成
し
た
の

で
す
。

近
頃
は
、
被
災
地
で
の
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
や
、

P
K
O
活
動
で
の
人
道
支
援
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
市
民

に
定
着
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
お
な
じ

み
の
自
衛
隊
」
は
、
2
0
1
5
年
の
「
集
団
的
自
衛

権
」
の
行
使
を
認
め
る
安
全
保
障
関
連
法
の
制
定

を
境
に
、
大
き
く
変
貌
を
と
げ
ま
し
た
。

　

「
集
団
的
自
衛
権
」
と
は
、
日
本
自
身
が
武
力
攻

撃
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、
日
本
と
密
接
な
関
係
に

あ
る
外
国
（
ア
メ
リ
カ
）
が
武
力
攻
撃
を
受
け
た
時

に
は
、
そ
の
国
と
一
緒
に
反
撃
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

　

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
認
め
る
安
保
法
制
の

下
の
自
衛
隊
は
す
で
に
、「
ア
メ
リ
カ
の
危
機
に
際

し
て
一
緒
に
戦
う
自
衛
隊
」
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

自
由
及
び
権
利
に
は
責
任
及
び
義
務
が
伴
う
こ

と
を
自
覚
し
、
常
に
公
益
及
び
公
の
秩
序
に
反

し
て
は
な
ら
な
い
。

�

（
自
民
党
改
憲
草
案
第
12
条
）

集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の

表
現
の
自
由
は
、
保
障
す
る
。

2 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
益
及
び
公

の
秩
序
を
害
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
活
動
を

行
い
、
並
び
に
そ
れ
を
目
的
と
し
て
結
社
を
す

る
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。

�

（
自
民
党
改
憲
草
案
第
21
条
）

　
私
た
ち
の
思
い
や
行
動
が
、「
公
益
及
び
公
の

秩
序
」
に
反
す
る
と
国
家
権
力
が
判
断
し
た
と
き
、

私
た
ち
の
自
由
や
基
本
的
人
権
を
、
国
家
権
力
が

制
約
す
る
条
項
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

　
憲
法
を
変
え
よ
う
と
い
う
動
き
は
、
急
に
出

て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
過
去
20
年
を

振
り
返
る
と
、
改
憲
に
通
じ
る
た
く
さ
ん
の
法

律
が
急
ピ
ッ
チ
で
つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
知

っ
て
い
ま
し
た
か
？
　
気
が
つ
か
な
い
う
ち
に
、

憲
法
が
変
わ
っ
て
い
た
。
当
た
り
前
の
こ
と
が
、

当
た
り
前
で
な
く
な
っ
て
い
た
…
…
。
そ
ん
な

こ
と
が
な
い
よ
う
に
政
治
の
動
向
に
目
を
向
け

て
い
ま
し
ょ
う
。

● 
改
憲
を
意
識
し
た
20
年
の
歩
み

「
公
益
と
秩
序
の
た
め
に
」

基
本
的
人
権
が
制
限
さ
れ
る
!?

憲
法
第
9
条
に
「
自
衛
隊
」
を
明
記
す
る
と

こ
ん
な
に
ア
ブ
ナ
イ
「
緊
急
事
態
条
項
」

2
0
0
3
年
の
イ
ラ
ク
戦
争
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
集

団
的
自
衛
権
を
行
使
し
て
兵
を
出
し
、
推
定

1
7
9
人
が
亡
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
は
当
時
、
戦
闘
地
域
に
は
行
か
ず
、
戦
闘
行

為
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
、
安
保
法
制
の
下

の
自
衛
隊
が
憲
法
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
し
た
ら
、

そ
の
と
き
の
イ
ギ
リ
ス
と
同
じ
よ
う
な
状
況
に
な

る
こ
と
は
、
充
分
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

「
自
衛
隊
」
を
憲
法
に
書
き
加
え
て
も
、
憲
法
第

9
条
の
条
文
が
残
る
の
な
ら
、
私
た
ち
の
生
活
は

何
も
変
わ
ら
な
い
？　

本
当
に
そ
う
な
の
か
、
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
「
国
防
」
を
理
由
に
人
権
が
制
限
さ
れ
る
？

　

現
行
の
憲
法
に
は
「
国
防
」「
自
衛
隊
」
と
い
う

概
念
が
な
い
の
で
、「
国
防
」
を
理
由
に
、
国
が
国

民
の
人
権
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
と

こ
ろ
が
、「
国
防
の
た
め
の
自
衛
隊
」
が
憲
法
に
書

か
れ
る
こ
と
で
、
憲
法
上
の
理
由
（
利
益
）
に
な

り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
国
防
上
の
必
要
性
を
理

由
に
人
権
が
制
限
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

メ
デ
ィ
ア
の
規
制
や
情
報
統
制
、
あ
る
い
は
「
国

防
の
た
め
に
必
要
だ
か
ら
、
あ
な
た
の
土
地
を
使

わ
せ
て
も
ら
う
」「
こ
の
仕
事
を
命
じ
ま
す
」
と
い

っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

②
「
国
防
」
の
た
め
の
予
算
が
拡
大
？

　

日
本
の
予
算
は
赤
字
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

「
国
防
」
が
憲
法
上
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
軍
事

費
の
予
算
が
さ
ら
に
拡
大
し
ま
す
。
社
会
保
障
や

教
育
な
ど
の
た
め
の
予
算
が
減
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
増
え
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

③
テ
ロ
や
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る

可
能
性
が
!?

　

「
ア
メ
リ
カ
と
一
緒
に
な
っ
て
戦
え
る
」
自
衛
隊

が
憲
法
上
認
め
ら
れ
れ
ば
、
も
し
ア
メ
リ
カ
が
他

国
を
攻
撃
し
て
反
撃
を
受
け
た
と
し
た
ら
、
ア
メ

リ
カ
が
「
攻
撃
」
を
受
け
た
と
い
う
理
由
で
、
集

団
的
自
衛
権
の
行
使
に
よ
っ
て
日
本
も
即
参
戦
と

な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
米
軍
基
地
の
あ
る
日
本
も

テ
ロ
の
標
的
に
な
る
可
能
性
が
高
ま
る
で
し
ょ
う
。

1
9
9
9
　
　
日
米
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
関
連
法

2
0
0
6
　
　
新
教
育
基
本
法

2
0
0
7
　
　
国
民
投
票
法

2
0
1
3
　
　
特
定
秘
密
保
護
法

2
0
1
4
　
　
改
正
国
民
投
票
法

2
0
1
5
　
　
安
全
保
障
関
連
法

す
で
に
「
お
な
じ
み
の
自
衛
隊
」

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
？

私
た
ち
の
暮
ら
し
は
、

ど
う
変
わ
る
？

ちょこっとチェック！
聞
こ
え
て
た
？ 

改
憲
の
足
音

参考文献／『井上ひさしの 子どもにつたえる日本国憲法』井上ひさし（講談社）、『「自衛隊明記」改憲のはらむ問題点』（明日の自由を守る若手弁護士の会WEB）、
『憲法カフェで語ろう　9条・自衛隊・加憲』明日の自由を守る若手弁護士の会＋柳澤協二（かもがわ出版）
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